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⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要

件（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めてい

ること。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職

員に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、

当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保してい

ること。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月まで

に実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するも

のを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全

ての職員に周知していること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のい

ずれにも適合し、かつハ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適

合すること。

ホ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のい

ずれにも適合すること。

８ 介護予防特定施設入居者生活介護費 10 介護予防特定施設入居者生活介護費

イ 介護予防特定施設入居者生活介護費（１日につき） イ 介護予防特定施設入居者生活介護費（１日につき）

⑴ 要支援１ 180単位 ⑴ 要支援１ 179単位

⑵ 要支援２ 309単位 ⑵ 要支援２ 308単位

ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費（１月に ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費（１月に

つき） つき）

注１ （略） 注１ （略）
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２ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場 （新設）

合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1

0に相当する単位数を所定単位数から減算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防特定施設入居者生活介護費における身体拘束廃止未実施

減算の基準

指定介護予防サービス等基準第二百三十九条第二項及び第三項

に規定する基準に適合していないこと。

３ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している （新設）

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設にお

いて、利用者に対して機能訓練を行った場合には、生活機能向

上連携加算として、１月につき200単位を所定単位数に加算す

る。ただし、注４を算定している場合は、１月につき100単位

を所定単位数に加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防特定施設入居者生活介護費における生活機能向上連携加

算の基準

指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護予防

通所リハビリテーション事業所若しくは医療提供施設の理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士又は医師が、当該指定介護予防特定

施設を訪問し、機能訓練指導員等と共同して、利用者ごとに個別

機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を

行っていること。

４ イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理 ２ イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、 学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又

あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びき はあん摩マッサージ指圧師（以下この注２において「理学療法
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ゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看 士等」という。）を１名以上配置しているもの（利用者の数が

護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有す 100を超える指定介護予防特定施設にあっては、専ら機能訓練

る機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に 指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し

従事した経験を有する者に限る）（以下この注において「理学 、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常

療法士等」という。）を１名以上配置しているもの（利用者の 勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているも

数が100を超える指定介護予防特定施設にあっては、専ら機能 の）として、都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設に

訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配 おいて、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職

置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員とし 員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個

て常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置してい 別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓

るもの）として、都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施 練を行っている場合は、個別機能訓練加算として、１日につき

設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介 12単位を所定単位数に加算する。

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごと

に個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機

能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算として、１日に

つき12単位を所定単位数に加算する。

５ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している （新設）

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設にお

いて、若年性認知症入居者（介護保険法施行令第２条第６号に

規定する初老期における認知症によって要介護者となった入居

者をいう。）に対して、指定介護予防特定施設入居者生活介護

を行った場合は、若年性認知症入居者受入加算として、１日に

つき120単位を所定単位数に加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める利用者の内容は次のとおり。

特定施設入居者生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護

費及び介護予防特定施設入居者生活介護費における若年性認知症

入居者受入加算の基準

受け入れた若年性認知症入居者ごとに個別の担当者を定めてい

ること。
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６ （略） ３ （略）

７ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定 （新設）

介護予防特定施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受

けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助
くう

言及び指導を月１回以上行っている場合に、口腔衛生管理体制
くう

加算として、１月につき30単位を所定単位数に加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着

型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護

療養施設サービス、介護医療院サービス、介護予防特定施設入居

者生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護における口腔
くう

衛生管理体制加算の基準

イ 事業所又は施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受け

た歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、利用者、入所者

又は入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成され
くう

ていること。

ロ 通所介護費等算定方法第五号、第八号、第九号、第十号、第

十二号、第十三号、第十四号、第十五号、第十九号及び第二十

二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

８ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定 （新設）

介護予防特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごと

に利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状

態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、

低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当

する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加

算として１回につき５単位を所定単位数に加算する。ただし、

当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニン
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グ加算を算定している場合は、算定しない。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

通所介護費、通所リハビリテーション費、特定施設入居者生活介

護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模

多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型

特定施設入居者生活介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介

護予防通所リハビリテーション費、介護予防特定施設入居者生活

介護費、介護予防認知症対応型通所介護費、介護予防小規模多機

能型居宅介護費、介護予防認知症対応型共同生活介護費における

栄養スクリーニング加算の基準

通所介護費等算定方法第一号、第二号、第五号から第九号まで

、第十一号、第十六、第十九号、第二十号から第二十二号までに

規定する基準のいずれにも該当しないこと。

ハ・ニ （略） ハ・ニ （略）

ホ 介護職員処遇改善加算 ホ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定 の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居 介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居

者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成 者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成

33年３月31日までの間（⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣 30年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加算 る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略）

９ 介護予防福祉用具貸与費（１月につき） 11 介護予防福祉用具貸与費（１月につき）

指定介護予防福祉用具貸与事業所（指定介護予防サービス基準第26 指定介護予防福祉用具貸与事業所（指定介護予防サービス基準第26

6条第１項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をいう。以下 6条第１項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をいう。以下

同じ。）において、指定介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サービ 同じ。）において、指定介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サービ
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